
 

上尾市身体障害者福祉センター管理規則等の一部を改正する規則をここに

公布する。  

令和８年１月２７日  

                  上尾市長   畠  山   稔      

上尾市規則第１１号  

上尾市身体障害者福祉センター管理規則等の一部を改正する規則  

 （上尾市身体障害者福祉センター管理規則等の一部改正）  

第１条  次に掲げる規則の規定中「印」を削る。  

 (1 ) 上尾市身体障害者福祉センター管理規則（昭和６３年上尾市規則第１

３号）第３号様式及び第４号様式  

 (2 ) 法人に対する手話通訳者派遣事業実施規則（平成１２年上尾市規則第

２９号）第２号様式、第３号様式及び第５号様式  

 (3 ) 上尾市障害者地域生活支援事業実施規則（平成２０年上尾市規則第５

号）第５号様式、第６号様式、第１２号様式、第１５号様式、第１７号

様式、第１８号様式、第２９号様式、第３２号様式、第３７号様式から

第３９号様式まで、第４３号様式、第４６号様式、第４９号様式、第５

３号様式の３、第５３号様式の５、第５５様式の２及び第５６号様式の

２  

 (4 ) 上尾市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施規則（平成

２０年上尾市規則第３０号）第２号様式、第４号様式及び第５号様式  

 (5 ) 上尾市生活ホーム事業実施規則（令和７年上尾市規則第３４号）第１

号様式、第２号様式及び第４号様式  

 （上尾市重度障害者居宅改善整備費支給規則の一部改正）  

第２条  上尾市重度障害者居宅改善整備費支給規則（平成２２年上尾市規則

第２９号）の一部を次のように改正する。  

  第３号様式中「印」を削る。  

  第８号様式中「印」を削る。  

（上尾市障害福祉サービス事業所かしの木園管理規則及び上尾市指定特定

相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等及び業務管理体制

の整備の届出に関する規則の一部改正）  



第３条  次に掲げる規則の規定中「印」を削る。  

 (1 ) 上尾市障害福祉サービス事業所かしの木園管理規則（平成２３年上尾

市規則第３０号）第５号様式から第７号様式まで  

 (2 ) 上尾市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定

等及び業務管理体制の整備の届出に関する規則（平成２４年上尾市規則

第１９号）第１号様式及び第３号様式から第６号様式まで  

附  則  

 この規則は、令和８年２月１日から施行する。  


